
件　　　名

内　　　容

令和3年度丸亀市一般会計補正予算（第4号）
原案可決

＜歳入歳出それぞれ10億1600万円を追加し、予算の総額を563億9059万1000円とする。＞
7月26日

丸亀市個人情報保護条例の一部改正について
原案可決

＜行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴
い、所要の改正を行う。＞

7月26日

丸亀市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について
原案可決

＜行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴
い、所要の改正を行う。＞

7月26日

丸亀市手数料条例の一部改正について
原案可決

＜地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの発行手数料を徴収することができる旨の規定が設
けられたため、所要の改正を行う。＞

7月26日

丸亀市少年育成センター条例の一部改正について
原案可決

＜事務所の移転に伴い、所要の改正を行う。＞
7月26日
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